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 近鉄スマイル ニュース 

この頁の情報はシルバー産業新聞、福祉新聞、シルバー新報等の記事を基に編集しています 

しする    政府が介護保険改正法案を国会に提出 

政府は、2027 年度の施行を目指した「社会福祉法等の一部を改姓する法律案」を国会に提出しました。 

これは生産延齢人口の急減と 85 歳以上人口の激増が重なる「2040 年問題」を見据えた支援体制の構築を

目的としたものです。地域差が拡大する中で、一律の基準維持が困難な地域への弾力的な対応など、改正内容

は多岐にわたっています。 

【地域特定サービス】････地域差を考慮し「一律基準」を転換 

 人口減少と高齢化が加速する中山間・人口減少地域において、全国一律の基準を堅持することは、人材確保

や経営安定化の面から困難になっています。この構造的な課題を打破するため、法案には「特例介護サービス」

の枠組みに、地域の実情に応じた柔軟な運用を認める新類型「特定地域サービス」が加えられました。この特

定地域サービスでは、都道府県が定める特定地域において、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件など

の人員配置基準の弾力化が可能となります。さらに、移動コストがかさみ、利用者のキャンセルが経営圧迫に

直結しやすい訪問介護などには現行の「出来高制」ではなく、実情に応じた「包括的な評価(定額報酬)」の仕

組みを導入できます。 

【登録施設介護支援】････住宅型ホームに「ケアマネ新類型」 

 都市部を中心に多様な介護ニーズの受け皿となっている有料老人ホームなどについては、サービスの透明

性と中立性を確保するために抜本的な見直しが行われます。特に、住宅型有料老人ホームにおいて、併設・隣

接するサービス事業所の利用を入居の条件にするような「囲い込み」が、入居者の主体的なサービス選択を妨

げている実態が課題となっています。改正老人福祉法案では、中重度の要介護者を受け入れる有料老人ホーム

に対し、現行の届出制からより厳格な「登録制度」とされます。また、登録を受けたホームは 5 年ごとの更新

が必要となり、行政による指導監督が強化されます。 

【介護福祉士】････5 年従事後の資格継続廃止 

深刻化する人材不足に対応するため、介護福祉士の資格制度については、専門性と 

人材確保の狭間でバランスを重視した調整が図られることになります。介護福祉士養 

成施設の卒業生が国家試験に合格しなかった場合、卒業から 5 年が経過すれば介護 

福祉士の資格を失うことになります。具体的には、5 年間従事すれば国家試験に合格 

しないままでも資格が継続される現行の経過措置を、既定のスケジュール通り 26 年度卒業生をもって終了

することになります。 

これまでケアマネジャーは、5 年ごとの資格更新のたびに研修の受講が受講が義務付けられており、負担の

大きさが問題視されていました。上記のように今回政府が国会に提出した「社会福祉法等の一部を改正する法

律案」の改正後はこの有効期限および更新のための研修が廃止されます。 

一方で、ケアマネジメントの質を担保するため、厚生労働省令で定める者を除く  

全てのケアマネジャーに対し、資質の保持および向上のため、都道府県知事が行う

法定研修の受講が義務付けられます。これに伴い、研修の受講状況を適切に管理す

るため、新たに「指定研修受講管理機関」という仕組みが創設されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【東日本営業部】神奈川県厚木市酒井３０２８ 

TEL.046-280-6852  FAX.046-280-6853 

【東海営業部】三重県四日市市柳町８１番地 

TEL.059-347-3100  FAX.059-347-3111 

【関西営業部】大阪府東大阪市西岩田一丁目 12番 29号 

TEL.072-974-8101  FAX.072-966-2621 

 

【中南勢支店】三重県津市高茶屋小森町４０９０-２ 

TEL.059-264-7800  FAX.059-264-7801 

【名古屋支店】愛知県名古屋市中川区吉津２-２５２１ 

TEL.052-439-5662  FAX.052-439-5663 

【奈良支店】奈良県奈良市あやめ池北２-１-１ 

TEL.0742-51-7091  FAX.0742-53-3521 

【神戸支店】兵庫県神戸市東灘区住吉宮町 1-21-16 COM20B室 

TEL.078-200-4936  FAX.078-200-4937 

福祉用具体験会を開催しました！ 

2026 年 5 月 13 日（水）、当社にて約 30 名の皆さまにご参加いた
だき、福祉用具の体験会を実施しました。 実際に手に取って操作して

いただくことで、カタログだけでは伝わりにくい操作感や質感を、落ち

着いた雰囲気の中でじっくり確かめていただく機会となりました。 

 

 

福祉用具の選定に迷うケースや、ご利用者様への説明に活用 

できる情報が多数ございます。次回の体験会も企画予定です 
ので、ぜひご参加下さい。 


